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「平成30年度水道施設整備費に係る歩掛表について」（平成30年3月30日付生食発0330第11号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知） 

別紙「平成30年度水道施設整備費に係る歩掛表 改定比較表」 

訂正箇所 内 容 

・1/36ページ 

・改定（平成30年度） 

・1-2-2-2 共通仮設費 

(3)共通仮設費の率分 

2)共通仮設費率の補正 

(イ）下表の(注1) 

正 

 

誤 

 

・3/36ページ 

・改定（平成30年度） 

・1-2-2-3 現場管理費 

(1)現場管理費の項目及び内容 

2)施工地域、工事場所を考慮し

た現場管理費率の補正 

イ）下表の(注1) 

正 

 

誤 

 

 

 

(注1) 施工地域の区分は以下のとおりとする。
市 街 地 :施工地域が人口集中地区(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。

 DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km
2
以上でその全

 体が5,000人以上となっている地域をいう。
山間僻地及び 離島 :施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、及びこれ

 に準ずる地区をいう。

(注1) 施工地域の区分は以下のとおりとする。
市 街 地 :施工地域が人口集中地区(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。

 DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km
2
以上でその全

 体が5,000人以上となっている地域をいう。

山間僻地及び 離島 :施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、及びこれ
 に準ずる地区をいう。

地 方 部 :施工地区が上記以外の地区をいう。

(注1) 施工地域の区分は以下のとおりとする。
市 街 地 :施工地域が人口集中地区(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。

 DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km
2
以上でその全

 体が5,000人以上となっている地域をいう。

山間僻地及び 離島 :施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、及びこれ
 に準ずる地区をいう。

(注1) 施工地域の区分は以下のとおりとする。
市 街 地 :施工地域が人口集中地区(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。

 DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km
2
以上でその全

 体が5,000人以上となっている地域をいう。

山間僻地及び 離島 :施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、及びこれ
 に準ずる地区をいう。

地 方 部 :施工地区が上記以外の地区をいう。
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訂正箇所 内 容 

・24/36ページ 

・改定（平成30年度） 

・2-2-3補正 

(4)延長による補正 

正 
(4)延長による補正 

延長による補正は、第3表及び第4表（500m:1箇所当り歩掛）に第8表に示す管路延長による補正係数を乗じて行う。 

誤 
(4)延長による補正 

延長による補正は、第2表及び第3表（500m:1箇所当り歩掛）に第8表に示す管路延長による補正係数を乗じて行う。 
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新 規 

29 年度版 

頁番号 
現行（平成 29 年度） 改定（平成 30 年度） 

P9 第一編 請負工事標準歩掛 

第１章 積算基準 

第２節 工事費の積算 

1-2-2 間接工事費 

1-2-2-2 共通仮設費 

(3) 共通仮設費の率分 

2) 共通仮設費率の補正 

(ロ）共通仮設費（率分）の計算 

共通仮設費（率分）＝対象額（Ｐ）×（共通仮設費率（Ｋｒ）＋施工地域・

工事場所を考慮した補正値） 

第一編 請負工事標準歩掛 

第１章 積算基準 

第２節 工事費の積算 

1-2-2 間接工事費 

1-2-2-2 共通仮設費 

(3) 共通仮設費の率分 

2) 共通仮設費率の補正 

(ロ）共通仮設費（率分）の計算 

共通仮設費（率分）＝対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋｒ）×施工地域・工事場所

を考慮した補正係数 

P25 1-2-2-3 現場管理費  

(8) 現場管理費の計算 

施工時期、工事期間、施工地域、工事場所を考慮した計算 

現場管理費＝対象純工事費×(現場管理費標準値＋補正値) 

対象純工事費：純工事費＋支給品費＋無償貸与機械等評価額 

ただし、現場管理費率標準値は、別表-2による。 

補正値は、(３)１）施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正及

び(３)２）施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正による。 

1-2-2-3 現場管理費  

(8) 現場管理費の計算 

施工時期、工事期間、施工地域、工事場所を考慮した計算 

現場管理費＝対象純工事費×｛(現場管理費率標準値×補正係数)＋補正値｝ 

対象純工事費：純工事費＋支給品費＋無償貸与機械等評価額 

ただし、現場管理費率標準値は、別表-2による。 

補正値は、(３)１）施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正による。

補正係数は、(３)２）施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正による。 

 


